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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当企業集団は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉えております。
経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる経営体制を確立すると共に、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、体制や組織、システム
を整備して参ります。すべての企業活動の基本に「コンプライアンス」を据え、企業価値の永続的な向上を目指して参ります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ダスキン働きさん持株会 2,113,975 3.32

三井物産株式会社 2,100,000 3.30

日本製粉株式会社 2,000,000 3.14

小笠原　浩方 1,892,470 2.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,534,800 2.41

株式会社三井住友銀行 1,200,000 1.88

日本水産株式会社 1,125,000 1.77

株式会社モスフードサービス 1,051,000 1.65

ロイヤルホールディングス株式会社 1,050,000 1.65

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー 1,011,400 1.59

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針



―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特にありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

打矢 富貴子 他の会社の出身者

籔 ゆき子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

打矢 富貴子 ○

大阪いずみ市民生活協同組合常任理
事、大阪府生活協同組合連合会理事を
歴任。平成22年６月当社社外取締役に
就任。同年同月、独立役員に指定。
なお、「当社の取引先又はその出身者」
「社外役員の相互就任の関係にある先の
出身者」「当社が寄付を行っている先又は
その出身者」のいずれにも該当しません。

消費者問題に精通していることから、商品・サ
ービスの開発プロセスで消費者の視点からの
提言により、当社のコーポレート・ガバナンス強
化が期待できるため、社外取締役に選任して
おります。なお、当社と利害関係がないことか
ら、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
く、極めて独立性が高いと判断し、独立役員に
指定しております。

籔 ゆき子 ○ パナソニック株式会社において要職を歴
任。平成26年６月当社社外取締役に
就任。なお、「当社の取引先又はその出
身者」「社外役員の相互就任の関係にあ
る先の出身者」「当社が寄付を行っている
先又はその出身者」のいずれにも該当し
ません。

パナソニック株式会社において家電製品の企
画・開発に関する豊富な経験を有し、それに係
る市場調査・分析、マーケティング等に関する
専門的知見から、当社の商品・サービスの開
発プロセスでの有用な助言が望め、当社のコ
ーポレートガバナンス強化が期待できるため、
社外取締役に選任しております。なお、当社と



利害関係がないことから、一般株主と利益相反
の生じるおそれがなく、極めて独立性が高いと
判断し、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処するべき案件等を見極め、合理的な監査に努
めることとしております。
また、当社では、社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づき当社及び関係会社の内部監査を実施しております。
監査役、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めること
としております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月１回定期的に活動報告のための会合を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

青野　奈々子 公認会計士 △

松本　章 公認会計士

織田 貴昭 弁護士

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

青野　奈々子 ○ 平成７年中央監査法人入所、平成11年公
認会計士登録。平成14年株式会社ビジコ

公認会計士としての高い見識と内部統制シス
テム構築に関し、高い専門性を有することか



ム入社。平成17年3月同社代表取締役就
任。平成20年６月当社社外監査役就任。
平成22年５月株式会社GEN代表取締役
社長就任、株式会社ビジコム取締役退
任。なお、青野氏がかつて取締役を務め
た株式会社ビジコムと当社は、当社支店
業務支援等について業務委託契約を締
結しておりますが、在任中は当社に関す
る業務の執行には関わっておりません。

ら、当該専門的見地からの提言・助言により、
当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待で
きるため社外監査役に選任しております。
なお、株式会社GEN代表取締役社長でありま
すが、当社と株式会社GENとの間に取引関係
はなく、利害関係を有するものではありませ
ん。また、同氏は平成17年３月から平成20年６
月までの間、株式会社ビジコムの取締役を務
めており、同社と当社は、当社支店業務支援
等について業務委託契約を締結しております
が、同氏はその在任中において当社に関する
業務執行には一切関わっておらず、また退任
後相応の年数も経過していることから、一般株
主と利益相反の生じるおそれがなく、極めて独
立性が高いと判断し、独立役員に指定しており
ます。

松本　章 ○

平成11年センチュリー監査法人入所。平
成15年公認会計士登録。同年４月株式会
社ＭＩＴ Corporate Advisory Services代表
取締役社長就任、平成20年６月当社社外
監査役就任、平成23年３月株式会社
OPAL代表取締役会長就任。株式会社フ
レームワークス社外取締役。株式会社
オルケス社外取締役。なお、「当社の取
引先又はその出身者」「社外役員の相互
就任の関係にある先の出身者」「当社が
寄付を行っている先又はその出身者」の
いずれにも該当しません。

公認会計士としての高い見識と事業継承・
事業再生実務に関し高い専門性を有する
ことから、当該専門的見地からの提言・助言
により、当社のコーポレート・ガバナンス強化
が期待できるため社外監査役に選任しており
ます。
なお、株式会社ＭＩT　Corporate　Advisory　
Services代表取締役社長、株式会社OPAL
代表取締役会長でありますが、当社と両社
との間に取引関係はなく、利害関係を有する
ものではありません。一般株主と利益相反の
生じるおそれもなく、極めて独立性が高いと
判断し、独立役員に指定しております。

織田 貴昭 ○

昭和63年弁護士登録。三宅合同法律事
務所入所。（現弁護士法人三宅法律事務
所）平成26年６月当社社外監査役に就
任。同年同月、独立役員に指定。新日本
理化株式会社社外監査役。なお、「当社
の取引先又はその出身者」「社外役員の
相互就任の関係にある先の出身者」
「当社が寄付を行っている先又はその出
身者」のいずれにも該当しません。

弁護士としての高い見識と豊富な実務経験か
ら、法務面からの専門的見地に立った提言・助
言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化
が期待できるため、社外監査役に選任しており
ます。また、弁護士法人三宅法律事務所で弁
護士を務めておりますが、当社と同弁護士法
人との間には取引関係はなく、また、当社から
役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていな
いため、一般株主と利益相反の生じるおそれ
がなく、極めて独立性が高いと判断し独立役員
に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

従来取締役へのインセンティブについては、報酬に包含して参りました。今後も会社をめぐる経営環境、利益、配当額等を総合的に考慮して、多
様な手法について検討して参ります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成26年３月期における取締役に対する役員報酬等は以下の通りであります。
　　役員報酬等の総額　　　取締役　　290百万円　（内、社外取締役　７百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等は、基本報酬と賞与の２種類で構成しており、取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、この基準は、外部専
門機関が調査した他社水準を考慮して決定しております。
基本報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定しておりますが、貢献度や戦略企画
推進力等により、一定の範囲内で変動するものとしております。
賞与につきましては、連結の当期純利益の実績を基に、全取締役分の原資の上限を決定し、各取締役の目標達成度や戦略企画推進力等に応じ
て各人別の配分額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案した上で、基本報酬及び賞与のいずれについても一定の金額に設定しており
ます。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役、社外監査役とも取締役会事務局である社長室がサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）概要
　　　当社は、消費者・お客様、社会・地域、株主、投資家、取引先、従業員に支えられた存在であるという基本認識に立って、効率的で、公正性、
　　　透明性が高い経営を実現し、企業価値の継続的発展を目指すために最適で実効性が高いコーポレート・ガバナンス体制を維持しておりま　　
　　　す。
　ａ．取締役会
　　　取締役会については毎月２回開催し、当社グループの経営上の重要な事項についての意思決定を行うと共に、業務執行の監督を行っており
　　　ます。
　　　取締役は、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応した経営判断を行うことを重視し、会社の業務に精通した社内取締役10名及び社外取締
　　　役２名（両名とも独立役員）の構成となっております。
　ｂ．監査役会
　　　監査役は、常勤監査役２名及び非常勤の社外監査役３名（３名全員が独立役員）の体制で、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し
　　　て経営の監視を行っており、毎月１回定期的に監査役会を行っております。
　ｃ．内部監査
　　　社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。
　ｄ．会計監査
　　　当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制　
　　　度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
　ｅ．情報開示
　　　種々ステークホルダーへの説明責任を果たし経営の透明性を高めると共に、当社への理解を促進して適正な評価を得るために、公正且つ　
　　　適時適切な情報開示の充実に努めております。また、株主等の意見を経営に活かしていくことは、事業価値の継続的発展に不可欠であり、
　　　積極的なＩＲ活動を通じて得る意見・要望を、経営陣へフィードバックし適切に経営に反映しております。
（２）業務執行
　ａ．取締役会による経営の意思決定
　　　取締役会については毎月２回開催し、当社グループの経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
　　　なお、取締役12名のうち２名の社外取締役を選任しており、当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１　
　　　項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
　　　また、原則として事業及びスタッフの部門最高責任者を取締役が担当する担当役員制として業務執行についての責任を明確にする体制に　
　　　し、経営環境の変化等に迅速に対応すると共に、経営陣の責任をより明確化するために取締役任期は１年としております。
　　　なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
　ｂ．社外取締役の機能及び役割
　　　社外取締役は、会社と利害関係がなく独立性が高い、消費者問題に精通した社外取締役２名を選任しております。取締役会のみならず、各
　　　種の会議や商品・サービスの開発プロセスにおいて、消費者視点からの客観的、中立的なチェック機能を担っております。
　ｃ．各種委員会
　　　取締役会若しくは代表取締役の諮問機関として、業務執行に係る３つの委員会を設置しております。
　　　（ａ）リスクマネジメント委員会
　　　　　当企業集団におけるあらゆるリスクの発生を事前に把握し対応策を講じると共に、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避又は最小
　　　　　化することを目的として「リスクマネジメント基本規程」を定めて運用しており、本社、事業（本）部、関係会社各々にリスクマネジメントを実



　　　　　施する責任者を設置しております。また、前述の責任者と共に品質保証・リスク管理部の担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント　
　　　　　委員会」を社長の諮問機関として常設しており、年２回定期的に委員会を開催しております。なお、企業集団に及ぼす影響が高いリスクが
　　　　　発生した場合は対策本部を設置することとしています。
　　　（ｂ）品質・環境委員会
　　　　　お客様・社会に対して、安全で安心、環境保全に配慮した商品・サービス、そして楽しさをお届けするために、「品質管理規程」「品質・環境
　　　　　委員会規程」「商品・サービス開発規程」「環境管理規程」を設け、必要な政策・方針を審議することを目的に、社長の諮問機関として「品　
　　　　　質・環境委員会」を設置しております。委員長は、「品質・環境委員会規程」に基づき社長が任命し、事業部門の担当取締役を主たる委員
　　　　　として、社外取締役を含む委員で構成しており、当企業集団全体の方向性を議論・検討を行っております。また、同委員会の有効性、実　
　　　　　効性を高める目的で「品質連絡会」「環境保全連絡会」の２つの下部組織を設け、現場に即した議論ができる体制としております。。
　　　（ｃ）コンプライアンス委員会
　　　　　当企業集団のコンプライアンス体制の確立、浸透、定着のため、「コンプライアンス委員会規程」を定め、取締役会の諮問機関として「コン
　　　　　プライアンス委員会」を設置しております。委員は、取締役会決議をもって選任された取締役、監査役、労働組合委員長で構成し、委員長
　　　　　は取締役である者の中から委員の互選により選定されます。定期的な会合の中で諸問題に対するコンプライアンス側面から見た改善　
　　　　　提言を行うと共に、制度、規程改定等に反映しております。
　ｄ．経営会議
　　　 社外を含む取締役全員、常勤監査役、事業（本）部長、地域本部長、本社部門（本）部長をメンバーとする経営会議を毎月１回開催しており、
　　　 各部門の予算執行状況及びその乖離状況を的確に把握し、対応策等の協議、議論を行うと共に、情報の共有を図っております。なお、 
　　　 経営上の重要な事項の方向性の討議及び情報共有の場として、役付役員をメンバーとするハンドル会議を毎月２回開催しております。　
　e．法務面
　　　法務面につきましては、弁護士法人淀屋橋・山上合同と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般についての助言と指導を受けております。
（３）監査・監督
　ａ．監査役制度に基づく経営の監視
　　　・監査役は取締役会に毎回出席し意見を述べると共に、経営の監視を行っております。また監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過
　　　　程及び業務の執行状況を把握するため、予算会議、経営会議等重要な会議又は委員会に出席すると共に、主要な稟議その他の業務執行
　　　　に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。
　　　・監査役会は、監査方針の決定、監査状況の確認のため、毎月１回定期的に開催しております。
　ｂ．監査役の機能強化に係る取り組み状況
　　　・常勤監査役は、会社業務に精通し、財務及び会計、経営管理に相当程度の知見を有する者が就き、また社外監査役は、法務面、財務・会
　　　　計面の専門的見地からのチェックが働くよう、専門家（公認会計士、弁護士）を選任しております。
　　　・監査役５名のうち３名の社外監査役を選任しており、当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
　　　　害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
　　　・監査役は、監査部その他の従業員に対し、業務補助を行うよう命令できるものとしており、また、職務の遂行上必要な場合は、従業員を取　
　　　　締役から独立させて業務を行うよう指示できるものとしております。
　ｃ．監査部の設置
　　　社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、独立した立場で、全部門を対象　
　　　にして客観的な監査を実施し、定期的に社長に報告すると共に、対象部門に対して業務改善を目的とした勧告を行っております。
　ｄ．会計監査人
　　　当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制　
　　　度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
　ｅ．相互連携
　　　監査役、会計監査人、監査部、法務・コンプライアンス部、経理部、品質保証・リスク管理部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認
　　　められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めることとしております。
　　　また、代表取締役社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換しております。
（４）関係会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する施策の状況
　　　関係会社につきましては、その自主性を尊重しつつ、当社の主管部署が「関係会社管理規程」並びに「稟議規程」に基づき指導、助言を行う
　　　と共に統括管理しております。
　ａ．取締役会の開催
　　　取締役会は、各社の「取締役会規程」に基づいて定期的に開催し、経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
　ｂ．当社の「稟議規程」と整合性を持った各々の関係会社毎の「稟議規程」を制定し、これを遵守しております。
　ｃ．監査役及び当社監査部が業務監査を実施し、規程、マニュアル等の運用状況を確認、指導を行っております。 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

業務執行者を兼務する取締役の相互監視及び独立役員の監査役を含む専門性が高い監査役による経営の監視体制は、お客様視点に立った経
営を推進し、健全で効率的な業務執行を行う体制として最も実効性があり、経営環境の変化に対する迅速且つ的確な対応に最も適合しており、
現在のこの体制は有効に機能していると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が報告事項、決議事項を十分に吟味、検討できるよう、法定期日にとらわれず、できる限
り早期に招集通知を発送することとしております。

集中日を回避した株主総会の設定
より開かれた株主総会を目指し、できる限り集中日を避けると共に、交通至便な会場で開催
することとしており、より多くの株主に参集いただけるよう配慮しております。

電磁的方法による議決権の行使
平成19年６月の定時株主総会より採用、株主名簿管理人である三井住友信託銀行のシステ
ムを利用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

機関投資家とのコミュニケーションを拡充し、円滑な議決権行使を促進するため、平成25年６
月の定時株主総会より株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」に参加し
ております。

その他
平成19年６月の定時株主総会より、当社ホームページに招集通知、並びに決議通知を掲載
しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明
の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社では、信頼される誠実な企業を目指して、社会に対して責任ある行動をと
るための従業員の行動指針として「ダスキン行動基準」を定め、当社及び当社
従業員が目標とする姿を示し、当社が目指す理想の姿に向かって努力するこ
とを宣言し約束しております。
その基本的な考え方に基づきディスクロージャー・ポリシーを定めております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則として半期に１回の割合でアナリスト、機関投資家向けの説明会を実施
することとしております。説明会においては、社長自らが決算情報、中期経営
方針の概要・進捗状況等について、図表等を用いてわかりやすく説明すること
としております。

あり

IR資料のホームページ掲載
ＩＲ説明会で使用した資料をはじめ、決算短信、業績ハイライト、経営戦略等を
当社ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

経理部ＩＲ室担当取締役をＩＲ担当の責任者、ＩＲ全般の担当を同部ＩＲ室、同部
ＩＲ室長をＩＲ事務連絡責任者と定めて積極的なＩＲ活動を行っております。
同部ＩＲ室は、関連各部門と緊密な連携を図り、株主、投資家に対するＩＲ活動
を通じて、投資判断に必要な経営情報を正確且つ積極的に開示すると共に、
株主、投資家と積極的に対話できる環境を作り、資本市場における信頼の確
保に努めております。

その他
情報伝達の迅速性、公平性を考慮し、当社のホームページを利用して、当社
を取り巻く環境、安全・安心、コンプライアンス等への取組み状況やニュース、
トピックス等積極的に開示しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当企業集団では、信頼される誠実な企業を目指して、社会に対して責任ある行動を取るための
従業員の行動指針として「ダスキン行動基準」を策定し、その中で６つのステークホルダー別に
役員を含む全従業員が目標とする姿を40の行動基準として示し、当企業集団が目指す理想の
姿に向って努力することを宣言し約束しております。なお、行動基準については、趣旨を鑑み当
社ホームページ上にも公表しております。
http://www.duskin.co.jp/torikumi/compliance/kijun.html

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施



当企業集団では、環境保全と企業経営の両立に全力で取り組み、事業活動において安全、安
心で環境保全に配慮した商品・サービスの提供を通じて、健康で豊かな生活環境づくりに貢献
することを目指して、「ダスキン環境方針」を策定しております。この方針に基づき「環境管理規
程」を定め、社長の任命する最高環境責任者の下、全社的な環境保全活動を展開しておりま
す。また、「ＤＵＳＫＩＮ　ＣＳＲ　ＲＥＰＯＲＴ］（2014年以前は「環境報告書」）を年に1回発行し当社
ホームページにおいて、環境方針共々公表しております。
http://www.duskin.co.jp/torikumi/ｃｓｒ/report/index.html/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

経営の透明性を高め、株主、投資家等をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対す
る理解を促進し、適正な評価を得るために、積極的且つタイムリーで公平な情報開示に努めて
参ります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内
容の概要は以下のとおりであります。

１．業務運営の基本方針
　　　当社及び当社の子会社（以下、当企業集団という）は、「道と経済の合一」を目指すことを経営の根幹とし、経営理念の実現に向けその行動
　　　　指針として下記の「行動宣言」及び具体的な行動基準として「ダスキン行動基準」を策定し、業務運営の指針とする。
　　　＜行動宣言＞
　　　　「信頼される誠実な企業」を目指して
　　　　　　　・私たちは常に、お客様の立場に立って行動します。
　　　　　　　・私たちは常に、法律を守って行動します。
　　　　　　　・私たちは常に、社会の良識にかなった行動をとります。
　　　　　　　・私たちは常に、自分に対して誇りを持てる行動をとります。

２．当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　(１)当社は、当企業集団の取締役及び使用人に対する行動基準の周知・徹底に努め、毎年取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス
　　　　研修を実施する他、各部門及び子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた安全・安心基準に従い業務を遂行する。
　　(２)当企業集団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、これらの勢力・団体からの
　　　　不当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備・維持する。
　　(３)当社は、コンプライアンス委員会規程に基づき、社外弁護士も参加する取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会を設置し、企業
　　　　集団全体のコンプライアンスに関する体制・規程・年度計画・研修計画等を審議する他、ホットライン制度の運用等を討議する。

３．当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　　当企業集団は、各社取締役会規程に従い、法令・定款に適合する取締役会を開催し、議事録を作成して保管し、その他、取締役の職務執行
　　に係る情報については、文書管理規程に従い文書(電磁的記録を含む)の作成・取り扱い・保管・保存・廃棄等を行う。これらの文書・電磁的
　　記録については、情報システムセキュリティ規程を定めて情報の取り扱い・保管・セキュリティに関する適切な運用を図る。

４．当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　(１)当社は、当企業集団全体のリスク管理について定めるリスクマネジメント基本規程を策定し、同規程においてリスク管理部門及びリスク
　　　　マネジメント部門責任者を定め、企業集団全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。また、定期にリスクマネジメント委員会を開催し、
　　　　企業集団全体のリスクマネジメントに関し、指示・指導を行う。
　　(２)当社は、規模や業態等に応じて子会社にリスクマネジメント責任者を設置し、各社のリスクマネジメントを推進する。子会社においてリスク
　　　　が顕在化した場合にはリスク管理部門と連携して対策にあたる。
　　(３)当社は、品質管理規程に基づいて、安全で安心、環境保全に配慮した商品・サービスを提供し、そのための政策・方針を審議する品質・
　　　　環境委員会を定期に開催する。また、子会社においては当社品質方針に基づき、提供する商品・サービスの企画・開発から市場導入まで
　　　　のプロセスにおいて必要な確認を行うこととすることで安全性の確保に努める。
　　(４)当社は、不測の事態や危機の発生時に企業集団の事業の継続を図るため、事業継続計画を策定する。
　　(５)当社は、当企業集団のアルバイト社員・派遣社員までその対象を拡げたホットライン規程に基づくホットライン制度を設けて、社内通報先と
　　　　してコンプライアンス室、社外通報先として弁護士事務所を設置して運用する。

５．当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　(１)当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み
　　　　等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。
　　(２)当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け
　　　　具体策を立案・実行する。
　　(３)当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に経営会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把握と
　　　　適正な修正を行う。

６．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　(１)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行しうるよう指導・助成し、相互の利益を増進するため、また、重要案件についての
　　　　取り扱いや報告等に関して、関係会社管理規程を定める他、グループ経営の一体性を確保するため主管部門を設置して、円滑な運営の
　　　　指導にあたると共に子会社各社の稟議規程や情報システムセキュリティ規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備するよう指導する。
　　(２)監査部は、定期的に子会社の内部監査を実施する。
　　(３)当社は、担当取締役が出席する子会社経営会議又は連絡会等を開催し、経営数値その他の重要な情報について、当社への定期的な
　　　　報告を義務付け、必要に応じて主管部門が確認・指導する。

７．財務報告の信頼性を確保するための体制
　　(１)当企業集団は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、関連規程の整備等社内体制の充実を図る。
　　(２)当企業集団の取締役及び使用人は、内部統制を構築及び運用し、適正な会計処理に基づいた財務報告を作成する。監査部は、定期的
　　　　且つ継続的に、その有効性を評価し、社長、監査役及び取締役会へ報告する。

８．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　　　監査役は、監査部その他の使用人に対し、業務補助を行うよう命令できるものとする。また、職務の遂行上必要な場合、監査役が使用人を
　　取締役から独立させて業務を行うよう指示できる体制をとるものとする。

９．企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
　　(１)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、予算会議、経営会議等重要な会議又は委員会
　　　　に出席すると共に、主要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧、必要に応じて当企業集団の取締役、監査役又は使用人
　　　　（以下、役職員という）にその説明を求めることとし、役職員は速やかに適切な報告を行う。
　　(２)当社は、当企業集団の役職員が法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実について発見
　　　　したときは、直ちに当社監査役又は監査役会に報告する体制を整備する。
　　(３)当社は、監査役へ報告を行った当企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、



　　　　その旨を企業集団の役職員に周知徹底する。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　(１)社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見を交換する。また、会計監査人についても
　　　　定期的な会合を持ち意見交換を行う。
　　(２)監査役は、監査部と緊密な連携を保つと共に、経理部、総務部、法務・コンプライアンス部その他の各部に対しても、必要に応じ、協力を
　　　　求めることができる。
　　(３)当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の
　　　　上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
　　　　処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当企業集団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨みます。これらの勢力・団体からの不
当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備致します。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社及び当社グループは、社内外で起こり得る当社の業務、運営、業績に関する情報について、関係諸法令、適時開示規則、社内諸規則に則り
速やかな開示を行う他、それら法令等において開示義務が定められていない情報についても、その重要性を総合的に検討の上判断して、積極的
に開示する方針としております。
当社では、会社情報の適時開示が迅速、正確に行えるよう「インサイダー情報管理規程」並びに「インサイダー情報取扱細則」を定めており、業
務、運営、業績等に関する情報の一切が情報取扱責任部署である経理部（ＩＲ室）に集約され、一元管理される体制を構築しており、情報取扱責
任部署の担当取締役を情報取扱責任者と定めております。なお、この規程並びに細則は、社内ネットワーク上に掲示し、役員及び従業員が常時
閲覧可能な状態と致しております。
また、情報取扱責任部署が「インサイダー情報管理規程」に基づき、情報管理、適時開示について、役員、従業員、関係会社の役員、関係会社の
従業員に対し、随時研修等を通じて周知徹底を図っております。


